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沖縄卓知事 (以下「処分庁」という。)ず平成27午 19月 13日付けでや立人に対し

言と1合畠省昌宮畳言‐il骨景君r群 i:子宮喜:岳:i二Iユニ母:!昌曇景景骨章号
1

る裁決がわつま―下|つ

―
FH3、 そ?勢々々年十F11■ 11!■ 1‐ ||| ‐ 十■ ||十

i

!】曳こ主

実事

1 、平成 21年 1あ 月 ?7日 付,沖縄号宇令土寿 1321‐
子

壼:七麦螢各暑置≧会雪↑冒景景岳茸1号i豊軍尋‐i景島
う。)をしたる        |

2 平残|?子午1や1押 ‐|「ユ!甲付

'W埠

早幸■第?‐ P

.お縫貞拾苓農売fわ :■

て予。!叫
=!甲

争|キ十卜?|!
(以下「本件承認it!とい

P!→ i‐沖準県幸幕毎p ll母

'「

中子|り 、

処分庁は、本件承認取消しをした。  |■  ■ | |!十  !■

3 申立人は、平成27年 16月 19日付けで、国土交通大臣に対して、本件承認率消し
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(2)4に、甲?弾即で|つや1中i平へに否呼‐申|ド

審査法第 i条第 1環は、甲法の目的年:

ぃで―きなぃがti十球私ハIP拝?辛場1子|

立てをすることすができると解されている。‐ ‐   l  i‐   1     1‐‐

そレて、当1孝勢申手,甲年ず千々
「甲1

るか否Ⅲい、当孝れ分をやつつ準令?母原
`孝

拶郵
=,申

4'半令‐|‐雫けや1峰事?|!            [
卜されちギ書!もつtや|14い。

|‐ ||:‐■|‐■|

tそ |で 準ヽつ淳見争‐る!|十浄■‐十讐F

甲体に|ャト‐キ1打導Tネ匁章?!1枠許!|

i ll｀  11   1     
・・     i    l■  ・  |

知事め着会を章げ!る1手■!=毒み1011ヽ や半杢ダ 資格」|におセヽて本件承認

を皇わたもあと焼チる!ことなゃき|い:

:本1申印キ場|やヤ1下枠分?押千411争や?―下
あしたからtti申1立人lt―撃イ

るから、善会浄に―奉ゴヽ1部―1手
=―

脅す々
'IPミ

千声!々、1守‐■
'弾

学でつやIP

(3)以上より、本作申'立ては通法でつる。

2 執行停■の要件孝当性につい下

(1)善基法第14条寿ユ墳|まt「処分〕処々 の執行支は手続の続行にふり生ずつ革大4

損善を―違げる■あ募急あ必李 あると認やるときは、者奈庁ぃ、執行,■争▼な,れ

十志ならない古|‐1と嘉

～
▼|いると■だャくこれについて、向項|だし青い、「会米の

格荘1軍本1影響者来ぼすやそⅢⅢが脅争|と
|」 ｀‐「処芥ρ義行若しく

'キ

手続の続行か
|

おきなてなるおそれがわると言」又は「本案にういて翠由がないとみえるときJのい

ずれかた該当する場合には、「この膜り下なtヽ」ことを定めている。

以下、申主人及び処分庁つ主張から、孝套法第34条第と墳力|ら第6項までの規定

に照ちし、本件申立てが甲条第4項?規定に基づいて執行停上をしなければなら4い

場本|こ該当するか否か脅検討する。

   ぅ本件事皇あ継続が木苛能となっため、普天・

(2)本件承認取消しによちて、申軍人が行

空機による事萩峯に対する■嘩と及び野音等
南条行易周辺た唇住する住民等が被る航

莱向遠に奉影響を及ぼす苛能性がっると
!い

う
の被害あ継続やt米国との信頼関係や軍
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外楽・防衛上あ木利益が生じ、これらのと大な猿害を避ける緊急の必要性があるとす

る申立人め主長,ま相当であると隷められる。      1
じたがらそt― 善査法第3七 条第と項め「処分、処分の執行又は手続あ続行により生

する量夫ホ損害を速|するため素急あ必要があると隷ある!と き1'と該当するもあぞおち
て、本件承認取消しの効力を停止しなければならなt｀場合

'こ

該当する:|十

また、未存承認最消しあ桂資上t処分あ効力あ停止以外の措置によちて,ま当該損害

を避けるという自的を達することができないる   Ⅲ  …

(3j'花方、処ハ岸,ま、本件喜薬実施産抜あ
参宮官1冒挺‐ヌ唇曇祷層ゑ雪:を瞥F圭進会共の種れに室大な彦響を友,ますおぞれがゼ

るさ
―
しかしみぶらi本芸棒なti串

1車人がれ分た
=ら

ヤなる
―
芸喜と,姦奮草じそtiとお

公共の福祉を保護する必要があるかという見地から判断されると|こ とt li立人あ前記

(ぁ |)あ遺暮ふ人あ生奈|・ 身体にた淡を来1志す、つを含お
'こ と等|=拷まぇるとヽ |れ

と比太て処ハ庁‐あ圭素する環境本あ影拳め誘正か猿先するもかとは謀わ|られないとと

ヵまと、本室存た該当じないと   ‐■‐ | |‐  ■|‐
 ‐ ‐|‐・ ・・

繍
翻
瑠
総

！『
協

＝

一さ

とま:を1安難芸!胞幾経翻窮承隻蜜岳縦驚愛裁景!を|
!十処芥の執行若じく,ま手続あ続おぶ十モき!な くなる|おそれかあ本

=喜
iiどふう妄作 iと ,ま

1      
‐     ―

| ||| ‐    t―   ‐ |   
‐

_できとこ!じ浅進キ未案にとい1撞菖ホlJ

4)以上ょう1‐ 本体1承認最指tあ劾力を停車

よってt主文のとおり決定する。

平成27年 ■01月 27日

自 土 交 通 大 啓臣 石十井
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<参考>

〇行政不服審査法(昭和
=十

七年法律第百六十号)(抄 )

(執行停止)

第二十四条  (略)                   ‐

2 (略)       ―

3 処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、腎査請求本の申車て

にょり、処分庁の意見を聴取したうえ、勢行停止をすることができる。ただし、処分の

効力、処分の執行文|よ手続の続行の会蔀えは■部の停止以外の搭置をする|と rまで青な

い 。                |

4 前二項の規定に■る1者査請求本?中立てがあつた場合!に おいて 処ヽ分、処分の執行又は

それがあるとき、れ分あ執行者しくは手続め続行力`できなくなるおそれが,あ るとき、又

は本秦について理■がない|みえるときは、、この曝りでない。

5 ～ 7 (略 )
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「晋天問飛行堀代替施設建設事業に係る公有水面埋立法に基づく

埋 立 承 認 の取 消 しにつ いて」 (平成 27年 10月 27日 閣蔵回頭了解)

平成 27年 10月 27日 (火 )

国 土  交 通 省

日本日の閣議口頭了解において、別紙の通 り、沖縄県知事による承

認取消 しは、

① 何ら暇魔のない である上、

② 本件承認取消しにより、「普天間飛行場が抱える危険性の継

「米国との信頼関係に悪影響を及ぼすことによる外控

こ と

が確認されるとともに、

③ その ため、公

国土交通大臣において、代執行等の手続に着手すること

が政府の一致した方針として了解された。

白今後tこの閣議口頭了解を踏まえ、地方自治法第245条の8第

1項に基づき、

ろ「勧 告

を沖縄県知事に郵送する。

(問い合わせ先 )

水管理 '国土保全局水政課

渡逸 寺前

代表 03・5253'8111(内線 35・ 213)

直通 0315253‐8439
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沖縄防衛局長からの執行停止の申立てに対する決定について

平成27年 10月 27白 (幻

国 土 交 通 省

沖縄県知事が本年 10月 13甲 (火)に行った埋立承認の頑消しにつ

ぃて、10月 14日 (水 )、 沖縄防衛局長が国土交通本車に対 じて審査

請求及び執行停止の申立てを行つた。

このうち、執行停止の申立てについて、杢旦、男J紙の通り執行停

の い、9曜
べ到隠差し

たところ。

が (明 日 10

月 28日 (水)到達見込み ) から発生する。

<執行停止決定の理由

日本件取消しにより、

(ポイント)>

友

があると認め

(問い合わせ先)

水管理,国土保全局水政課

本位田 Jヽ野

代表 03‐5253'8111(内線 35‐ 251)

直通 03・5253‐ 8441

られるため。


